
目

次

告

示

○
公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
の
類

型
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
保
全
課
）
…
一

○
湖
沼
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
の
類
型
の
指

定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
共
用
水

域
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
の
類
型
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

別
表
の
水
域
の
欄
に
掲
げ
る
公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
域
の
類
型
を
同
表
の
該
当
類
型
の
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
域
の
類
型
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達

成
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
定
め
る
。

別
表

水
域

該
当
類
型

達
成
期
間

指
定
水
域
の
名
称

新
井
田
川
上
流
（
長
館
橋
よ
り
上
流
で

あ
っ
て
世
増
ダ
ム
貯
水
池
に
係
る
部
分
を

除
い
た
も
の
）

Ａ
イ

新
井
田
川
河
口
水
域

新
井
田
川
下
流
（
長
館
橋
よ
り
下
流
）

Ｂ
ハ

馬
淵
川
上
流
（
櫛
引
橋
よ
り
上
流
で
あ
っ

て
青
森
・
岩
手
県
境
よ
り
下
流
）

Ａ
イ

馬
淵
川
下
流
（
櫛
引
橋
よ
り
下
流
）

Ｂ
ロ

五
戸
川
上
流
（
戌
橋
よ
り
上
流
）

Ａ
イ

五
戸
川
下
流
（
戌
橋
よ
り
下
流
）

Ｂ
イ

奥
入
瀬
川
上
流
（
蔦
川
合
流
点
よ
り
上

流
）

Ａ
Ａ

イ

奥
入
瀬
川
中
流
（
蔦
川
合
流
点
か
ら
幸
運

橋
ま
で
）

Ａ
イ

奥
入
瀬
川
下
流
（
幸
運
橋
よ
り
下
流
）

Ｂ
イ

十
和
田
湖
（
全
域
）

湖
沼
Ａ
Ａ

イ

世
増
ダ
ム
貯
水
池
（
県
の
区
域
に
属
す
る

部
分
）

湖
沼
Ａ

イ

工
業
港
（
１
）
（
別
記
１
の
水
域
）

海
域
Ｃ

ロ

工
業
港
（
２
）
（
別
記
２
の
水
域
）

海
域
Ｃ

ロ

工
業
港
（
３
）
（
別
記
３
の
水
域
）

海
域
Ｃ

ロ

河
口
海
域
（
甲
）
（
別
記
４
の
水
域
）

海
域
Ｂ

ロ

河
口
海
域
（
乙
）
（
別
記
５
の
水
域
）

海
域
Ｂ

ロ

河
口
海
域
（
丙
）
（
別
記
６
の
水
域
）

海
域
Ａ

イ

青
森
県
報
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号
外
第
二
十
五
号

令
和
二
年三

月
二
十
七
日

（
金
曜
日
）



備
考

１
「
該
当
類
型
」
の
欄
中
、
湖
沼
の
表
示
の
あ
る
も
の
は
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い

て
（
昭
和
46年

12月
28日

環
境
庁
告
示
第
59号

）
別
表
２
の
１
の
⑵
の
ア
の
表
に
掲
げ
る
類
型

を
、
海
域
の
表
示
の
あ
る
も
の
は
、
同
表
の
２
の
ア
の
表
に
掲
げ
る
類
型
を
、
湖
沼
又
は
海
域
の

表
示
の
な
い
も
の
は
、
同
表
の
１
の
⑴
の
ア
の
表
に
掲
げ
る
類
型
を
示
す
。

２
「
達
成
期
間
」
の
分
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
「
イ
」
は
、
直
ち
に
達
成

⑵
「
ロ
」
は
、
５
年
以
内
で
可
及
的
速
や
か
に
達
成

⑶
「
ハ
」
は
、
５
年
を
超
え
る
期
間
で
可
及
的
速
や
か
に
達
成

別
記
１
工
業
港
（
１
）

八
戸
市
小
中
野
漁
港
岸
壁
１
号
東
端
と
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
宇
兵
衛
河
原
河
口
護
岸
基
部
を

結
ぶ
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

２
工
業
港
（
２
）

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
北
防
波
堤
、
同
防
波
堤
先
端
と
馬
淵
川
河
口
左
側
防
波
堤
先
端
を

結
ぶ
線
、
同
防
波
堤
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

３
工
業
港
（
３
）

馬
淵
川
河
口
右
岸
防
波
堤
（
計
画
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
、
同
防
波
堤
先
端
の
東

1,100ｍ
の
地
点
を
結
ぶ
線
、
同
地
点
と
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
宇
兵
衛
河
原
西
防
波
堤
（
Ｂ
）

先
端
を
結
ぶ
線
、
同
防
波
堤
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

４
河
口
海
域
（
甲
）

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
北
防
波
堤
、
同
防
波
堤
先
端
と
蕪
島
北
端
を
結
ぶ
線
及
び
陸
岸
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
で
あ
っ
て
、
工
業
港
（
１
）
、
工
業
港
（
２
）
及
び
工
業
港
（
３
）
に
係
る

部
分
を
除
い
た
も
の

５
河
口
海
域
（
乙
）

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
北
防
波
堤
、
同
防
波
堤
先
端
と
奥
入
瀬
川
河
口
右
岸
か
ら
東
北
東

500ｍ
の
地
点
を
結
ぶ
線
、
同
地
点
と
奥
入
瀬
川
河
口
右
岸
を
結
ぶ
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域

６
河
口
海
域
（
丙
）

蕪
島
北
端
か
ら
奥
入
瀬
川
河
口
右
岸
に
至
る
陸
岸
の
地
先
海
域
で
あ
っ
て
、
工
業
港
（
１
）
、

工
業
港
（
２
）
、
工
業
港
（
３
）
、
河
口
海
域
（
甲
）
及
び
河
口
海
域
（
乙
）
に
係
る
部
分
を
除

い
た
も
の

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
湖
沼
が
該

当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
の
類
型
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
表
の
水
域
の
欄
に
掲
げ
る
湖
沼
が
該
当
す
る
水
域
の
類
型
を
同
表
の
該
当
類
型
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
域
の
類
型
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達
成
期

間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
定
め
る
。

水

域

該
当
類
型

達
成
期
間

指
定
水
域
の
名
称

世
増
ダ
ム
貯
水
池
（
県
の
区
域
に
属
す
る

部
分
）

Ⅲ

直
ち
に

新
井
田
川
河
口
水
域

備
考一

「
該
当
類
型
」
と
は
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二

十
八
日
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
２
の
１
の
⑵
の
イ
の
表
に
掲
げ
る
類
型
を
い
う
。

二

全
窒
素
に
係
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
基
準
値
を
適
用
し
な
い
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
湖
沼
が
該

当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
の
類
型
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
表
の
水
域
の
欄
に
掲
げ
る
湖
沼
が
該
当
す
る
水
域
の
類
型
を
同
表
の
該
当
類
型
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
域
の
類
型
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達
成
期

間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
定
め
る
。
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水

域

該
当
類
型

達
成
期
間

指
定
水
域
の
名
称

世
増
ダ
ム
貯
水
池
（
県
の
区
域
に
属
す
る

部
分
）

生
物
Ａ

直
ち
に

新
井
田
川
河
口
水
域

備
考

「
該
当
類
型
」
と
は
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十

八
日
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
２
の
１
の
⑵
の
ウ
の
表
に
掲
げ
る
類
型
を
い
う
。
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号
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刷
所
・
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人
）

青
森
市
第
二
問
屋
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三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
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式
会
社
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